
別紙２ 

 

 

指定管理者の主たる事業目的等一覧 

１ 指定管理者の主たる事業目的 

指定管理者 ＮＥＷ  ＨＩＲＯＳＨＩＭＡ ＧＡＴＥＰＡＲＫ 

（構成員） エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社 

      大成建設株式会社 

      株式会社中国新聞社 

      株式会社広島バスセンター 

      広島電鉄株式会社 

      ＮＴＴアーバンバリューサポート株式会社 

      株式会社ＮＴＴファシリティーズ 

      株式会社シ－ケィ・テック 

      株式会社ＮＳＰ設計 

指定期間 令和５年３月３１日から令和２４年３月３１日まで 

主たる 

事業目的 

【エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社】 

・ 不動産事業 

【大成建設株式会社】 

・ 建築工事、土木工事 

【株式会社中国新聞社】 

・ 新聞、情報紙及び書籍、雑誌の発行 

【株式会社広島バスセンター】 

・ バスターミナル施設の運営管理 

【広島電鉄株式会社】 

・ 鉄道、軌道、索道、自動車、船舶、航空機等による運送業務 

【ＮＴＴアーバンバリューサポート株式会社】 

・ 建築物、建築設備、電気通信設備等の設計、施工及び工事監理業務 

【株式会社ＮＴＴファシリティーズ】 

・ 建築物・工作物に係る保守、維持管理及び修繕業務、電気通信・コンピューター用電力設備

並びに情報通信システムに係る設備機器・ソフトウェアの開発、製作、販売及び賃貸業務 

【株式会社シ－ケィ・テック】 

・ 建設工事に関する監督受託業務 

【株式会社ＮＳＰ設計】 

・ 建築、土木、海洋構造物の調査、設計、施工 

 

２ 指定管理者の事業運営上配慮が必要な事業 

・ 清涼飲料又は酒類の製造業 

・ スポーツ用衣服、スポーツ用履物又はスポーツ用具の製造業 

・ スポーツ用品卸売・小売業 


